
資料１
（単位　千円）

＜歳入＞ ＜歳出＞

補正前の額 補 正 額 計 補正前の額 補 正 額 計

6 繰入金 817,908 877 818,785 877 1 総務費 45,514 877 46,391 介護保険事務費

　　会計年度任用職員報酬（1人分） 222

要介護認定等調査実施事業

　　会計年度任用職員報酬（5人分） 655

7 財産収入 10 1,591 1,601 1,591 2 保険給付費 4,428,724 0 4,428,724 居宅介護サービス給付費 78,040

施設介護サービス給付費 16,482

居宅介護住宅改修費 △ 2,352

地域密着型介護サービス給付費 △ 78,040

介護予防サービス給付費 2,267

高額介護サービス費 2,825

高額医療合算介護サービス費 △ 2,825

特定入所者介護サービス費 △ 16,482

審査支払手数料 85

3 地域支援事業費 334,617 0 334,617 健康長寿推進事業

　（介護予防普及啓発事業）

　　会計年度任用職員報酬（1人分） 86

　（介護予防把握事業）

　　委託料 △ 86

4 積立金 124,850 1,591 126,441 介護給付費準備基金積立金 1,591

5,096,850 2,468 5,099,318 5,096,850 2,468 5,099,318

〇 （繰）事務費繰入金 〇 （総）介護保険事務費及び要介護認定等調査実施事業

会計年度任用職員の報酬額改定による報酬費増額分

〇 （財）介護給付費準備基金積立金利子 〇 （保）居宅介護サービス給付費

介護給付費準備基金の運用益（預金利子） 要介護認定を受けた方が、居宅において介護サービスを利用した際に保険者が負担する経費

〇 （保）施設介護サービス給付費

要介護認定を受けた方が、特別養護老人ホーム等の介護保険施設を利用した際に保険者が負担する経費

〇 （保）介護予防サービス給付費

要支援認定を受けた方が、居宅において介護予防サービスを利用した際に保険者が負担する経費

〇 （保）高額介護サービス費

要介護認定を受けた方が、同じ月に利用した介護サービス利用者負担額が高額となった場合に、保険者が給付する経費

〇 （保）審査支払手数料

介護保険サービス事業者が保険者に対して請求する給付費の審査支払事務を、埼玉県国民健康保険団体連合会に委託

しており、その審査手数料経費

〇 （地）健康長寿推進事業

〇 （積）介護給付費準備基金積立金

積立金利子を介護給付費準備基金へ積立てるもの

会計年度任用職員の報酬額改定による報酬費増額分（同事業費の中で精査を行ったもの）

歳　出　合　計

事務費繰入金

令和６年度介護保険特別会計補正予算（第４号）歳入歳出集計表

補正額 計（補正後の額）

2,468 5,099,318

（単位　千円）

款    別 予算内容

補正前の額

5,096,850

款     別

（単位　千円）

予算内容

介護給付費準備基金積立金利子

※ 会計年度任用職員報酬改定に伴う繰入金


